
１１　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの基基本本事事項項
（（１１））名名称称

（（２２））ホホーームムペペーージジＵＵＲＲＬＬ

（（３３））組組織織図図

２２　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの委委員員

（（１１））委委員員名名簿簿

№ 役職 氏　名 備考

1 会長 鈴木　敏彦

2 丸山　晃

3 山梨　武夫

4 鈴木　範夫

5 中川　邦仁丈

6 等々力　寿純

7 杉山　真生子

8 上保　恭子

9 西村　周治

10 土屋　仁

11 川邊　循

12 永嶋　千秋

13 野村　武夫

14 副会長 荻野　陽一

15 阪田　純

16 近野　孝行

17 藤原　力

18 太田　一郎

19 島添　聡

20 花澤　雪乃

世世田田谷谷区区

世世田田谷谷区区自自立立支支援援協協議議会会

https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/3355.html

所属 種　別
経験
年数

地域生活支援センターMOTA　 ピアサポーター 5年

自立生活センターHANDS世田谷　事務局長 障害当事者 5年

淑徳大学　副学長 学識経験者 長期

立教大学コミュニティ福祉研究所　研究員 学識経験者 長期

地域生活支援センターMOTA　 相談支援事業者 長期

すまいる梅丘　施設長 障害福祉サービス等事業者 2年

相談支援センターポピー　理事長 相談支援事業者 長期

重症心身障害児療育相談センター 相談支援事業者 5年

ケアセンターふらっと 障害福祉サービス等事業者 長期

世田谷ホームヘルプサービス　所長 障害福祉サービス等事業者 4年

障害者就労支援センターすきっぷ　施設長 障害福祉サービス等事業者 長期

(特非)にじのこ　理事長 障害福祉サービス等事業者 長期

世田谷区手をつなぐ親の会　副会長 家族・関係団体 長期

東京商工会議所　事務局長 雇用関係機関 2年

世田谷さくら会 家族・関係団体 長期

世田谷ミニキャブ区民の会 障害当事者 長期

光明学園　校長 教育関係機関 3年

青鳥特別支援学校　PTA会長 教育関係機関 2年

ハローワーク渋谷　雇用開発部長 雇用関係機関 2年

世田谷区立保健センター　専門相談課長 その他 2年
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№ 役職 氏　名 備考

21 吉川　尚男

22 髙橋　樹

23 田中 克佳

24 濱　健太郎

25 八木　亮

26 橋元　晶子

27 鈴木　さおり

28 谷田部　成徳

29 木暮　紀子

30 松本　俊一

31 堀　伸治

32 石井　優子

33 エリア協議会長 大野　圭介

34 エリア協議会長 大野　一徳

35 エリア協議会長 高橋　明良

36 エリア協議会長 多田　あい

37 エリア協議会長 片岡　学

38 専門部会長 松浦　聖

39 専門部会長 松本　俊一

40 専門部会長 河合　高鋭

41 嶋津　武則

42 杉中　寛之

43 向山　晴子

（（２２））委委員員構構成成

玉川医師会　理事 医療関係者 1年

世田谷区歯科医師会　担当理事 医療関係者 2年

所属 種　別
経験
年数

世田谷区医師会　理事 医療関係者 1年

玉川砧薬剤師会　理事 医療関係者 長期

訪問看護ステーションきたざわ苑　所長 医療関係者 3年

玉川歯科医師会　理事 医療関係者 2年

世田谷薬剤師会　副会長 医療関係者 長期

蒼樹法律事務所　弁護士 法曹関係者 長期

世田谷区社会福祉協議会 社会福祉協議会 2年

都立松沢病院　患者・地域サポートセンター 医療関係者 3年

国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 医療関係者 長期

まもりやま工房 障害福祉サービス等事業者 1年

さわやかはーとあーす世田谷　施設長 障害福祉サービス等事業者 4年

世田谷区民生委員児童委員協議会 副会長 民生委員・児童委員 1年

(福)藍　理事長 障害福祉サービス等事業者 3年

(一社)team shien m.a　在宅支援事業部　相談支援事業部　部長 相談支援事業者 4年

蒼樹法律事務所　弁護士 法曹関係者 再掲 長期

障害者就労支援センターすきっぷ 障害福祉サービス等事業者 1年

指定特定相談支援事業所マーベラス 相談支援事業者 5年

世田谷保健所長 保健所

鶴見大学短期大学部　保育課　准教授 学識経験者 3年

北沢総合支所　保健福祉センター所長 行政職員(区市町村)

　　　　　全体会・
　　　　　　　　部会名

全体会 地域移行部会
虐待防止・差
別解消・権利
擁護部会

子ども部会
　　種　別

障害福祉部長 行政職員(区市町村)

学識経験者 3 0 1 1

医療関係者 9 0 0 1

保健所 1 1 0 0

教育関係機関 2 0 0 0

雇用関係機関 2 0 0 0

企業 0 0 0 0

障害当事者 2 0 0 0

ピアサポーター 1 0 0 0

家族・関係団体 2 0 2 0

身体・知的障害者相談員 0 0 0 0

相談支援事業者 5 5 3 4

障害福祉サービス等事業者 9 6 3 3

社会福祉協議会 1 0 1 0

法曹関係者 2 0 1 0

民生委員・児童委員 1 0 0 0

地域住民 0 0 0 0

行政職員(区市町村) 2 4 8 4

行政職員(都） 0 2 0 0

その他 1 1 6 1

計 43 19 25 14
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３３　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活動動状状況況

　　（（１１））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ででのの協協議議事事項項（（複複数数回回答答））

⑧ 社会資源の開発及び改善に関すること。

地域課題を個別事例から抽出し、自立支援協議会としてできることを検討した。
エリア協議会や専門部会にて、その地域の特色を活かした取り組みを実施し共有した。

⑨ 障害者差別解消法や条例、権利擁護に関すること。

障害者差別に関する相談内容や対応事例の共有および意見交換を行った。
障害福祉サービス事業所向けの虐待対応研修にも活用した。

⑩ 地域生活支援拠点等の整備に関すること。

整備状況や緊急時の受け入れ対応状況等について共有を行った。

③ 地域移行・地域定着支援に関すること。

精神科病院からの地域移行に関する医療と福祉の連携について意見交換を行った。

⑤ 医療と福祉の連携に関すること。

医療と福祉の連携について、医療関係者と意見交換を行った。

⑦ 関係機関や他分野のネットワークに関すること。

教育と福祉の連携について、教育関係者等と意見交換を行った。

（（２２））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししててのの役役割割（（複複数数回回答答））

① 情報の顕在化

エリア協議会や専門部会において、地域の声として吸い上げている。

② 情報共有・情報発信

エリア協議会や専門部会で吸い上げた情報の共有及び発信を行っている。

③ 分野を越えてのネットワークの構築

⑪ 障害福祉計画等に関すること。

自立支援協議会委員に対し、障害福祉計画策定のための意見募集を行った。

⑫ 地域自立支援協議会の運営に関すること。

地域課題の抽出方法や抽出後の検討方法等について、エリア協議会および専門部会からの意見を中心に協議を行っ
た。

⑭ その他（ 地域共生社会に関すること）

地域共生社会をテーマにシンポジウムを開催し、参加者同士で意見交換を行った。

教育機関や医療機関等と意見交換を行い、関係性を構築している。
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地域課題抽出シートを用いることで、地域課題を可視化している。

⑦ 障害福祉計画等の進捗管理や調整

障害福祉計画等への意見提起を行っている。

⑧ 社会資源の開発及び改善

エリア協議会や専門部会にて、それぞれの特色を活かした活動を実施している。

⑩ 権利擁護・虐待防止

④ 各分野の社会資源の共有化及び整合性の確認

各分野での交流や意見交換の結果を報告し、区内全域の情報として共有している。

⑤ 地域課題の整理

抽出した地域課題を区や関係機関に共有し、自立支援協議会としてできることを検討している。

⑥ 課題解決に向けての検討

虐待が起こる様々な要因を分析することで、虐待防止のための支援環境の整備を進めた。

⑧ 高齢福祉分野との連携

エリア協議会にて、高齢・介護部門との連携強化を図るため、協働で地域ケア会議を共催した。

⑨ 教育機関との連携

福祉と教育の連携について、教育関係者と現状の課題について意見交換を行った。

⑪ 地域移行・地域定着支援

専門部会にて事例検討を実施し、その活用方法について検討している。

（（３３））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししてて把把握握ししてていいるる地地域域課課題題

　　ア　地域課題に対して取り組んだ（取り組んでいる）内容又は取り組めなかった理由等
　　　　（複数回答）

② 社会資源の開発及び改善

エリア協議会や専門部会等における地域課題や事例検討の内容を共有し、全体の議題として取り上げている。

③ 権利擁護・虐待防止

精神科病院からの地域移行に関する医療と福祉の連携について病院職員と意見交換を行った。

⑭ その他（居場所）

エリア協議会にて、障害当事者やその家族が主体的に立ち寄ることができるイベントを実施した。
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４４　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活性性化化

　　（（１１））法法改改正正にに伴伴うう地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの見見直直しし等等（（複複数数回回答答））

　　（（２２））地地域域でで生生活活すするる当当事事者者のの声声のの反反映映（（複複数数回回答答））

　　（（３３））ＩＩＣＣＴＴのの活活用用（（複複数数回回答答））

　　（（４４））地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活動動テテーーママ等等

東京都が実施する研修等も含め、各自治体における対応方法や支援環境の整備状況等を共有する必要がある。

⑧　その他（地域課題の抽出及び意見交換）

エリア協議会や専門部会で個別事例から地域課題を抽出し、全体会にて意見交換を行った。

③　本会議や専門部会にオブザーバー等として参加して意見をいう機会を設けている。

協議会委員としての参加を依頼し、意見をいう機会を設けている。

⑥　障害のある人もない人も参加するイベント等を活用している。

　　イ　地域課題の中で、広域又は東京都全域で対応するほうが良いと考える課題

③ 権利擁護・虐待防止

会議資料は事前にデータで送付し、当日は資料をオンライン会議の画面共有機能を利用して共有している。会議後に
は議事録をデータで送付している。

⑦　講演会等の動画配信

シンポジウム等を録画し、後日、区の公式YouTubeにて配信している。（期間限定の場合あり。）

⑧　調査・アンケート等でＷｅｂ回答できるフォームを用意

会議の出欠確認をグーグルフォーム等で回答してもらい確認している。

「〇〇にとって、○○があり、○○な地域（社会資源）になると良い」という形式で意見を出し合い、グループ
ワークに取り組んでいる。

障害のある人もない人も参加できるシンポジウムを開催し、障害当事者が登壇して、パネルディスカッションを行っ
ている。

①　当事者等が集合形式での参加が難しい場合、ハイブリッド形式（集合とリモートの双方に対応した方法）で会議
を実施

ハイブリット形式を採用し、会場全体と発言者をそれぞれ写すことでリモート参加者にも会場の様子が伝わるように
している。

②　会議録作成等に、音声認識による文字起こしツールを活用

オンライン会議の音声認識による文字起こしツールを活用して会議録を作成している。

④　会議資料をデータ配布、画面共有等により提供（紙を使用しない。）
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５５　　相相談談支支援援体体制制のの拡拡充充【【新新規規】】
（（１１））相相談談支支援援体体制制をを推推進進すするるたためめのの取取組組（（複複数数回回答答））

（（２２））地地域域移移行行にに向向けけたた相相談談体体制制（（複複数数回回答答））

⑥　その他

地域移行の理解啓発・促進を目的に、基幹相談支援センター主催の地域移行研修を実施している。なお、当該研修は
東京都の精神障害者支援体制加算対象となっている。

⑤　地域の相談支援従事者に対し、助言や指導、検討の場の確保等、支援者支援を行っている。

・基幹相談支援センターが事務局となり、区内主任相談支援専門員等と協力し、各相談支援事業所が行ったモニタリ
ング結果を検証する「振り返りプロジェクト」を定期的に実施している。
・基幹相談支援センターでは、その他支援者支援の視点で、相談支援事業所職員等が気軽に集える「ふらっとねっ
と」や、その時々に応じた課題でテーマ設定し学びを深める「テーマ別研修」等の取組を行っている。
・地域障害者相談支援センター“ぽーと”では、定期的に地区内相談支援事業所を集め事例検討会を実施している。

⑥　意思決定支援を推進するため、サービス担当者会議等には当事者本人が参加することになるが、実施にあたって
相談支援事業所等をサポートする取組がある。

基幹相談支援センターが事務局の「テーマ別研修」にて、外部講師を招き意思決定支援についての講義研修を行っ
た。

①　障害者支援施設入所者や精神科病院長期在院者等が、地域移行を希望しているか把握している。

精神科病院の長期入院者については、令和元年度に「世田谷区長期入院患者の状況調査」を実施し、精神科病院の長
期入院者についての実態把握を行った。その結果に基づき、令和2年度より長期入院者訪問支援事業を開始し、専門
職とピアサポーターによる訪問支援事業を実施している。

①　基幹相談支援センター等、相談の中核となる窓口について、すぐに利用することができるよう、分かりやすく周
知している。

・世田谷区ホームページで基幹相談支援センターの案内ページを設けている。
・当区は基幹相談支援センターを委託しているため、仕様書で委託先にホームページの管理運営を定め、以下に例示
するような内容を掲載している。
ア　基幹相談支援センターの紹介
イ　基幹相談支援センターにて行う人材育成研修に関すること
ウ　事業者支援における機能（相談支援アドバイザー制度等）の周知
エ　国の動向など事業者への情報の提供
オ　自立支援協議会に関する情報
カ　区が実施する世田谷区ピアサポート活動協力補助金を活用して実施するピアサポート活動の周知に関する情報発
信等の協力
キ　その他事業者支援において有効な情報提供

③　計画作成だけでなく、サービスにつながっていない人への相談や、障害当事者の悩みや困りごとに寄り添う対応
を行える窓口等がある。

基本相談を実施する機関として、基幹相談支援センターを１か所、地域障害者相談支援センター“ぽーと”を５箇所
（区内５地域に１か所ずつ）設置している。

④　ピアサポーターによる相談を受けられる体制を整えている。

地域障害者相談支援センター“ぽーと”では、基本相談支援の機能の一環として、身近な地域で気軽に立ち寄れる居
場所機能を整備し、当事者同士が交流するなど、ピアサポートの視点を取り入れた支援を行っている。
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